
和歌山県公共工事入札監視委員会第 97回定例会議 議事概要 

 

開催日及び場所 令和８年５月 26日（火） 13：30～14：30 

和歌山県庁 北別館 2階 大会議室 

出席委員氏名  柳 川 正 剛（委員長） 

 辻 原 治（副委員長） 

 岩 橋 靖 子 

 浅 野 美 穂 

 林 和 典 

 田 中 梨 穂 

  

 

審議対象期間  令和８年１月１日 ～ 令和８年３月 31日 

抽出案件  総件数    ２ 件 議事 

○入札及び契約手続の実績状況等の報告 

○抽出工事に係る競争参加資格の認定の経

緯等審議 

○意見交換会 

一般競争入札         － 件 

条件付き 

一般競争入札 

        ２ 件 

通常指名競争入札         － 件 

随意契約         － 件 

委員からの意見・

質問、それに対す

る回答 

 

 

    意見・質問       回     答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会による建議

の内容 

 

 

 

 

なし 



 

 

No.1 別紙 

意見・質問 回   答 

【条件付き一般競争入札】 

○考古民俗博物館（仮称）建築工事 

１．Ａ委員 

 1回目の入札後、業者から意見聴取を行っ

たか。 

 

 昨今の人件費高騰や資材不足の状況を踏ま

え、発注者として予算の増額や工期の延長な

どを織り込んでいるのか。 

 

２．Ｂ委員 

 新築工事部分については、１回目と２回目

で予定価格が変わったということか。 

  

３．Ｃ委員 

 ２回目の入札で外された既存施設の改修工

事はどうなるのか。 

 

 施設に展示されるものは、紀伊風土記の丘

に関わるものだけか。 

 

 

４．Ａ委員 

 国の補助金は入っているのか。 

 

５．Ｄ委員 

 渡り廊下は、改修工事と新築工事を別々の

業者が受注した場合はどうなるのか。 

 

 

【条件付き一般競争入札】 

○左会津川河川修繕工事 

 

 

（発注機関：公共建築課） 

１．応札いただいた業者にヒアリングを行

い、業者の意見を踏まえ内容の見直しを行っ

た。 

 

 契約書に基づいて物価上昇によるスライド

条項の適用や工期の延長については柔軟に対

応する。 

 

２．予定価格の見直しを行っている。 

 

 

 

３．今年度予算措置を行っており、発注の準

備をしている。 

 

 

 教育委員会に聞かないと詳細はわからない

が、国宝や貴重な文化財も入れることが可能

な施設を整備している。 

 

４．入っていない。 

 

 

５．渡り廊下は新築工事業者が担い、既存施

設の入り口部分は改修工事業者が行う。 

 

 

 

 

（発注機関：西牟婁振興局建設部） 

 



 

 

No.2 別紙 

意見・質問 回   答 

１．Ｅ委員 

 工事の範囲の決め方はどうしているのか。

また今後工事は続いていくのか。 

 

 ２級河川は県が取り組むのか。 

 

２．Ａ委員 

 この工事は、総合評価落札方式ではなく最

低価格落札方式か。 

 

 発注の規模は、今回の規模くらいで続くの

か。 

 

 

 会津川の上流にダムはあるのか。 

 

 ダムの有無でしゅんせつ工事に関係がある

か。 

 

 

 

 

３．Ｅ委員 

 土砂を移動させるのは、河川が崩れると背

後地に悪影響があるからか。 

 

 

 

 

 背後地の用途によって工事の優先順位を変

えるのか。 

 

４．Ｂ委員 

 予定価格は公表しているのか。 

１．地元から土砂が堆積しているので持ち出

してほしいという要望があがってくる。国の

補助金等も活用しながら継続して取り組む。 

 

 そのとおり。 

 

２．そのとおり。 

 

 

 

 地元企業育成の観点から、大ロットで発注

するのではなく、今回の発注規模程度でエリ

アを決めながら発注していく。 

 

 ない。 

 

 ダムがあることにより、上流からの土砂の

供給がなくなるため、河床が下がり、護岸の

基礎が見えてしまうことがある。そのため、

土砂を移動させて河床を安定させるケースも

ある。 

 

３．田辺市の場合、背後地が宅地であること

が多く、河床が下がり、基礎が見えている状

態の場合、大雨の際に護岸が崩れてしまう可

能性があることから、河床を安定させるため

に土砂の移動を行うことや場合によってはコ

ンクリート製のブロックを置くこともある。 

 

 はい。あと河川の規模もあり、それらを考

慮して優先順位を判断している。 

 

４．公表している。原則１億円未満の工事は

事前公表。 



 

 

No.3 別紙 

意見・質問 回   答 

 

 業者は、最低制限価格をどのように推測す

るのか。 

 

 

 精度の差が出るのは、金額なのか。工事の

種類なのか。 

 

 市販のソフトを活用していると思われる。

公告時の仕様書には発注者側が積算した条件

を載せている。 

 

 工事の種類かと。市販のソフトがどの単価

を使っているかにもよるが、ランダム係数を

かける前の基準額の算定方法は公表してい

る。 

【意見交換会】 

下記について意見交換を行った。 

記 

１．公共工事動向について 

 


